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(57)【要約】
【課題】複数の無線システムを備えた電子機器において
、システムノイズの低減、省電力化、高品質の無線通信
を実現する。
【解決手段】無線ユニットを備える電子機器において、
所定の周波数のクロック信号を入力し、複数の周波数の
うちのいずれかの周波数のクロック信号を生成する逓倍
手段と、上記逓倍手段によって生成されたクロック信号
を変調する変調手段と、上記電子機器の状態に応じて、
上記逓倍手段が生成したクロック信号の周波数と、上記
変調手段が行う変調率とを変更する制御手段とを備える
ことを特徴とする電子機器である。
【選択図】図３（Ａ）
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ユニットを備える電子機器において、
　一定の周波数のクロック信号を入力し、複数の周波数のうちのいずれかの周波数のクロ
ック信号を生成する逓倍手段と；
　上記逓倍手段によって生成されたクロック信号を変調する変調手段と；
　上記電子機器の状態に応じて、上記逓倍手段が生成したクロック信号の周波数と、上記
変調手段が行う変調率とを変更する制御手段と；
　を備えることを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　請求項１において、
　上記制御手段は、電子機器の状態に応じて、上記変調手段が行う変調モードを変更する
手段であることを特徴とする電子機器。
【請求項３】
　請求項２において、
　上記変調モードは、基準周波数に対して、少なくとも、高い周波数帯域へ拡散させるモ
ードと、低い周波数帯域へ拡散させるモードとを備えているモードであることを特徴とす
る電子機器。
【請求項４】
　無線ユニットを備える電子機器の制御方法において、
　一定の周波数のクロック信号を入力し、複数の周波数のうちのいずれかの周波数のクロ
ック信号を生成する逓倍工程と；
　上記逓倍工程で生成されたクロック信号を変調する変調工程と；
　上記電子機器の状態に応じて、上記逓倍工程で生成されたクロック信号の周波数と、上
記変調工程における変調率とを変更する制御工程と；
　を備えることを特徴とする電子機器の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）や公衆回線に接続可能で
あり、使用する周波数の異なる無線ユニットを備えた電子機器に関する発明である。
【背景技術】
【０００２】
　従来、カードスロットを備えたノート型パーソナルコンピュータにおいて、カードスロ
ットに装着されている無線ユニットからの情報に基づいて、ＳＳＣＧ（周波数拡散クロッ
ク発生回路）の拡散率を変更することが開示されている（たとえば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、電子機器を制御するＣＰＵの動作電流を検出し、この検出された電流に基づいて
ＣＰＵの動作負荷を判断する。この動作負荷が高ければ逓倍率を高くして、ＣＰＵの動作
周波数を高くする。この動作負荷が低ければ、逓倍率を低くしてＣＰＵの動作周波数を低
くする記録装置が知られている（たとえば、特許文献２参照）。
【０００４】
　また、比較的高い周波数で動作するモードから比較的低い周波数で動作するモードまで
の複数の動作モードを備える集積回路において、クロック状態を動的かつ迅速に制御して
、低消費電力を実現する（たとえば、特許文献３参照）。
【特許文献１】特開２００１－１６０７８８号公報
【特許文献２】特開２００３－２５６０６９号公報
【特許文献３】特開２００３－２４８５２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　しかし、特許文献１には、装着される無線ユニットは１つであり、使用する周波数が異
なる複数の無線ユニットが同時に使用される場合についての記載はない。
【０００６】
　また、特許文献２には、ＣＰＵの負荷にあわせて動作周波数を変動させるので、無線通
信と記録動作等の複数の動作が並行して行われた場合と、無線通信だけが行われた状態と
では、クロック信号の周波数が異なる。したがって、ＣＰＵの負荷の大小だけで、ＥＭＩ
（不要輻射）ノイズの大きさを判断できない。したがって、電子機器のあらゆる状態につ
いて、ＥＭＩ（不要輻射）ノイズを抑制することは難しい。
【０００７】
　本発明は、複数の無線システムを備えた電子機器において、システムノイズの低減、省
電力化、高品質の無線通信の両立を実現することができる電子機器を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、無線ユニットを備える電子機器において、一定の周波数のクロック信号を入
力し、複数の周波数のうちのいずれかの周波数のクロック信号を生成する逓倍手段と、上
記逓倍手段によって生成されたクロック信号を変調する変調手段と、上記電子機器の状態
に応じて、上記逓倍手段が生成したクロック信号の周波数と、上記変調手段が行う変調率
とを変更する制御手段とを備えることを特徴とする電子機器である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、複数の無線システムを備えた電子機器において、システムノイズの低
減、省電力化、高品質の無線通信の両立を実現することができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　発明を実施するための最良の形態は、次の実施例である。
【実施例１】
【００１１】
　図１は、本発明の実施例１である電子機器１００を示す図である。
【００１２】
　電子機器１００は、無線ユニットを備える電子機器の例であり、記録部や読取部を備え
、コンピュータから受信した記録データを用いて記録用紙に画像を記録し、読取部で読取
った画像データをコンピュータへ送信する。また、電子機器１００は、ファクシミリ機能
や電話機能を備え、通信ライン１３０を介して通話することができる。
【００１３】
　上記のように、電子機器１００は、複数の機能を備えている機器である。電話機能に関
して、子機１１０を備え、電子機器１００を介して通話をすることができる。子機１１０
は、無線式の端末である。
【００１４】
　表示部２１４は、通信相手の電話番号の表示を行う。ダイヤルキー４０８、選択キー４
１０は、通信相手の電話番号の入力やモードの選択等に使用する。
【００１５】
　また、電子機器１００は、通信ライン１４０を介してインターネット網１４２と接続し
ている。サーバ１４１は、ＩＳＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｐｒｏｖｉｄｅ
ｒ）である。また、電子機器１００は、無線ＬＡＮを用いて他のコンピュータ１２０と通
信できる。コンピュータ１２０は、ノート型のパーソナルコンピュータであり、表示部１
２１、操作部１２２を有する。
【００１６】
　電子機器１００は、子機１１０と無線通信するための無線電話用アンテナ１０４ａと、
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コンピュータ１２０と無線通信するための無線ＬＡＮ用アンテナ１０４ｂとを有する。後
述するが、無線電話（小電力無線）用の周波数と、無線ＬＡＮ用の周波数とは異なる。
【００１７】
　相手端末１３２は、電子機器１００との間で、公衆網１３１を介して、音声による通話
や、ファクシミリによる画像伝送を行う。子機１１０は、電子機器１００と、小電力無線
システムで通信する。
【００１８】
　なお、無線ＬＡＮ機能と区別するために、小電力無線と表現する。コンピュータ１２０
は、無線ＬＡＮ機能を有し、無線ＬＡＮ用アンテナ１２３を備えている。この機能によっ
て、通信ライン１４０を用いずに、電子機器１００へプリントデータを送信し、電子機器
１００から読取データを受信することができる。
【００１９】
　図２は、電子機器１００の構成を示すブロック図である。
【００２０】
　主制御部２０１は、電子機器１００を制御する。主制御部２０１は、ＲＯＭ２０２とＲ
ＡＭ２０３とを用いて制御する。通信処理部２０４は、公衆網１３１との制御を行う。記
録部２１１は、記録ヘッドを用いて記録媒体に画像を記録するユニットである。読取部２
１２は、読取センサを用いて原稿画像を読み取る。
【００２１】
　電子機器１００は、ＤＳＰ２０５と、音源部２０６と、アナログスイッチ部２０７と、
ハンドセット１０３と、スピーカ２０９と、小電力無線部２１０とを有する。また、電子
機器１００は、原稿検出部２１３と、表示部２１４と、キー入力部２１５と、フック検出
部２１６と、アナログ信号２１７と、アナログ信号２１８と、保留音２１９と、アナログ
信号２２０とを有する。さらに、電子機器１００は、アナログ音２２１と、アナログ信号
２２２とを発生し、アドレスバス及びデータバス２２３と、無線ＬＡＮ通信処理部２２４
と、ＵＳＢｉ／ｆ２２５とを有する。
【００２２】
　図３（Ａ）は、主制御部２０１の概要を示す図である。
【００２３】
　図３（Ｂ）は、発振制御部３０２の構成を示す図である。
【００２４】
　ＯＳＣ３０１は、３０ＭＨｚのクロック信号を生成する発振子である。発振制御部３０
２は、逓倍回路３０２１と周波数拡散クロック生成回路３０２２とを備えている。周波数
拡散クロック生成回路３０２２は、ｓｐｒｅａｄ　ｓｐｅｃｔｒｕｍ　ｃｌｏｃｋ　ｇｅ
ｎｅｒａｔｏｒである。
【００２５】
　ＣＰＵ３０６から入力する信号に基づき、逓倍回路は逓倍を行い、ｓｐｒｅａｄ　ｓｐ
ｅｃｔｒｕｍ　ｃｌｏｃｋ　ｇｅｎｅｒａｔｏｒ３０２２は、周波数変調を行う。
【００２６】
　たとえば、逓倍回路３０２１は、３０ＭＨｚのクロック信号から１ＭＨｚのクロック信
号を生成し、ＰＬＬ処理を用いて、１ＭＨｚのクロック信号について、１９２倍の逓倍処
理を行い、１９２ＭＨｚのクロック信号を生成する。つまり、逓倍回路３０２１は、一定
の周波数のクロック信号を入力し、複数の周波数のうちのいずれかの周波数のクロック信
号を生成する逓倍手段の例である。
【００２７】
　ｓｐｒｅａｄ　ｓｐｅｃｔｒｕｍ　ｃｌｏｃｋ　ｇｅｎｅｒａｔｏｒ３０２２が、周波
数変調を行う。つまり、ｓｐｒｅａｄ　ｓｐｅｃｔｒｕｍ　ｃｌｏｃｋ　ｇｅｎｅｒａｔ
ｏｒ３０２２は、上記逓倍手段によって生成されたクロック信号を変調する変調手段の例
である。
【００２８】



(5) JP 2008-301482 A 2008.12.11

10

20

30

40

50

　主制御部２０１は、第１分周回路３０３と、第２分周回路３０４と、セレクタ３０５と
、ＣＰＵ３０６と、ＢＵＳ制御部３０７と、Ｉ／Ｏ制御部３０８と、タイマ制御部３０９
と、ＡＳＩＣ３１０とを有する。この実施例では、ＢＵＳ制御部３０７、Ｉ／Ｏ制御部３
０８、ＡＳＩＣ３１０は、それぞれ３つ設けられている。
【００２９】
　ＯＳＣ３０１は、制御回路の基準クロック信号を生成する。第１分周回路３０３は、発
振制御部３０２からのＳＳＣＧによって周波数が拡散（クロック変調）されたクロック信
号を分周する。
【００３０】
　第２分周回路３０４は、発振制御部３０２からの基準クロック信号が、ＳＳＣＧによっ
て拡散されていないクロック信号を分周する。電子機器の回路には、拡散されていないク
ロック信号が必要な回路（たとえば、ＵＳＢｉ／ｆ２２５）があるので、拡散されていな
いクロック信号を分周する。セレクタ３０５は、第１分周回路３０３、第２分周回路３０
４が分周したクロック信号を供給する供給先である各ブロックを選択する。
【００３１】
　ＣＰＵ３０６は、電子機器１００を制御する。ＢＵＳ制御部３０７は、ＲＯＭ２０２や
ＲＡＭ２０３に対して、ＤＳＰ２０５とＣＰＵ３０６とがアクセスする際の調停を行う制
御や、ＤＭＡ転送（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ）の
制御を行う。
【００３２】
　Ｉ／Ｏ制御部３０８は、ＣＰＵ３０６が、キー入力部２１５、フック検出部２１６、原
稿検出部２１３等の入出力の制御や、表示部２１４、アナログスイッチ部２０７、通信処
理部２０４等との通信の制御を行う。タイマ制御部３０９は、ＣＰＵ３０６が内部タイマ
を使用するときのタイミング信号を生成する。タイマ制御部３０９は、ＯＳＣ３０１が発
生した３０ＭＨｚのクロック信号を用いて動作する。
【００３３】
　上記のように、主制御部２０１は、ＲＯＭ２０２に格納されている制御プログラムに従
って、電子機器１００を制御する。
【００３４】
　ＲＯＭ２０２には、たとえば、コードレス（無線）電話の子機１１０との通信を行う小
電力無線部２１０の制御プログラムや、無線ＬＡＮの通信を行う無線ＬＡＮ通信処理部２
２４の制御プログラム、ファクシミリモデムを制御するプログラムが格納されている。ま
た、ＲＯＭ２０２は、読取部２１２の制御プログラムや記録部２１１の制御プログラムも
格納している。このＲＯＭ２０２は、たとえばフラッシュＲＯＭである。
【００３５】
　ＲＡＭ２０３は、主制御部２０１が各処理を実行する場合に使用するメモリである。Ｒ
ＡＭ２０３は、ＣＰＵ３０６がワークとして使用するだけでなく、電池等でバックアップ
され、作成した文字メッセージや受信した文字メッセージ、各種サービス機能の設定内容
や電話帳に登録した内容を記憶する。
【００３６】
　通信処理部２０４は、公衆網１３１と接続するインタフェースである。アナログ回線で
ある場合、局交換機の電話回線（以後、”加入者線”という）に接続されている。また、
通信処理部２０４は、回線電圧の極性を一致させるための極性一致回路と、局交換機から
の呼出信号を検出するリンガー検出回路とを有する。なお、公衆網１３１は、アナログ回
線のほか、ＩＳＤＮ等のデジタル回線でもよい。
【００３７】
　ＤＳＰ２０５は、デジタル信号処理プロセッサであり、機能的にはメールの送受信を行
うためのデータモデム機能や、Ｇ３ＦＡＸによるファクシミリの送受信を行うファクシミ
リモデムの機能を、主制御部２０１の制御によって実現する。
【００３８】
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　音源部２０６は、保留音や着信メロディの音源であり、その内部に、音源データを記憶
し、主制御部２０１の制御によって、アナログ信号を出力する。また、音源部２０６は、
ＤＴ、ＢＴ、ＲＢＴ等のコールプログレストーンを出力するための音源でもある。
【００３９】
　アナログスイッチ部２０７は、主制御部２０１が制御することによって、ＤＳＰ２０５
からの信号や、音源部２０６、ハンドセット１０３、スピーカ２０９等のアナログ入出力
信号が通信処理部２０４へ入出力される場合の切り替えを行う。また、内部にアッテネー
タを有し、アナログ信号のレベルを変換する。
【００４０】
　ハンドセット１０３は、音声を入出力する。スピーカ２０９は、着信音や記憶した音声
データを出力し、ＦＡＸ通信時のモニタを行う。小電力無線部２１０は、音声信号を変調
し、無線送信可能な形式に変換し、アンテナに送る。また、小電力無線部２１０は、アン
テナが受信した無線情報を復調し、アナログ音声信号又は制御信号として取り出し、制御
データを主制御部２０１に出力し、アナログ音声信号をアナログスイッチ部２０７に出力
する。
【００４１】
　記録部２１１は、感熱型、熱転写型プリンタ、又はレーザビームプリンタ、インクジェ
ットプリンタ等の周知の印字手段を備える。記録部２１１は、ＭＨ、ＭＲ、ＭＭＲ符号化
されたデジタルデータを複合化し、この復号化したデータを印字データとして印字する。
また、記録部２１１は、無線ＬＡＮ通信処理部や、ＵＳＢｉ／ｆ２２５からのデータを受
け、印字処理を行う。
【００４２】
　読取部２１２は、ＣＣＤ又は密着型センサアレイ等の周知の原稿読取手段を有する。読
取部２１２は、読取手段が読み取ったアナログデータをデジタルデータに変換し、この変
換されたデジタルデータを、ＭＨ、ＭＲ、ＭＭＲ等の周知の符号化方法によって符号化し
、出力する。原稿検出部２１３は、読取部２１２上の送信原稿の有無を検出し、この検出
結果を主制御部２０１に通知する。
【００４３】
　表示部２１４は、時刻の表示や、通信中の回線状態や、エラー等の状態を表示し、主に
液晶等で構成されている。また、表示部２１４は、キー入力部２１５でキー入力された文
字メッセージや、受信した文字メッセージも表示する。さらに、キー入力部２１５は、電
話機の各種サービス機能の設定内容も表示する。表示部２１４は、表示を行う液晶パネル
（ＴＦＴ、ＤＳＴＮ）と、カラー表示を可能にするためのバックライトと、インバータと
によって構成されている。表示部２１４は、主制御部２０１の設定によって、所定時間キ
ー入力等が行われない場合、インバータやドライバを制御し、表示を停止する。
【００４４】
　図４は、電子機器１００のキー入力部２１５を示す図である。
【００４５】
　キー入力部２１５は、０～９、＊、＃、等のキーを備え、通信先の番号を入力するため
のダイヤルキー４０８と、ファクシミリの送信を指示する送信キー４０４と、ファクシミ
リの受信を指示する受信キー４０５とを有する。また、キー入力部２１５は、回線のＯＮ
／ＯＦＦを制御するオフフックキー４０３と、留守番電話を設定するための留守番電話キ
ー４０７と、子機１１０との通話を開始する場合に押下する内線キー４０２とを有する。
さらに、キー入力部２１５は、機能設定を行うための機能キー４０１と、機能キー４０１
の押下によって機能の選択モードに入ったときに、選択及びセットするためのセットキー
４０９等の選択キー４１０とを有する。
【００４６】
　フック検出部２１６は、特に、ハンドセット１０３のＯＮ／ＯＦＦを検出し、回線ＯＮ
／ＯＦＦを制御する。また、フック検出部２１６は、フックキーを検出し、通話の開始と
、切断のオンフック／オフフック状態とを検出する。
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【００４７】
　アナログ信号２１７は、ＤＳＰ２０５から出力されたアナログ信号と、ＤＳＰ２０５に
入力されるアナログ信号とである。アナログ信号２１８は、通信処理部２０４が出力した
アナログ信号と、通信処理部２０４に入力されたアナログ信号とである。保留音２１９は
、音源部２０６が出力する保留音や、ＤＴ、ＢＴ、ＲＢＴ等のコールプログレストーンや
、１６和音の着信メロディである。
【００４８】
　アナログ信号２２０は、ハンドセット１０３から出力されたアナログ信号と、ハンドセ
ット１０３に入力されたアナログ信号とである。アナログ音２２１は、スピーカ２０９に
出力される。アナログ信号２２２は、小電力無線部２１０から出力されるアナログ信号と
、小電力無線部２１０に入力されるアナログ信号とである。
【００４９】
　アドレスバス及びデータバス２２３は、主制御部２０１が各部の設定を行うために使用
する。
【００５０】
　無線ＬＡＮ通信処理部２２４は、主制御部２０１が無線のフレームを受信したことを検
出すると、データ内のＴＣＰ／ＩＰのフレームを分解し、プリントデータをＲＡＭ２０３
に展開する。
【００５１】
　ＵＳＢｉ／ｆ２２５は、ＵＳＢケーブルを介して、ＰＣに接続され、主制御部２０１が
プリントデータを受信すると、ラスターデータとしてＲＡＭ２０３に展開する。
【００５２】
　次に、発振制御部３０２が備えるｓｐｒｅａｄ　ｓｐｅｃｔｒｕｍ　ｃｌｏｃｋ　ｇｅ
ｎｅｒａｔｏｒの周波数変調について説明する。ｓｐｒｅａｄ　ｓｐｅｃｔｒｕｍ　ｃｌ
ｏｃｋ　ｇｅｎｅｒａｔｏｒは、３種類の周波数変調モード（拡散モード）を備えている
。基準周波数に対して低い周波数領域へ変調するダウンスプレッドモードと、基準周波数
に対して高い周波数領域へ変調するアッパースプレッドモードと、基準周波数に対して高
い周波数領域と低い周波数領域とへ変調するセンタースプレッドモードとである。
【００５３】
　ダウンスプレッドモードでは、基準周波数に対して、－０．５％、－１％、－２％、－
３％の中から、拡散率を選択できる。アッパースプレッドモードも、基準周波数に対して
＋０．５％、＋１％、＋２％、＋３％の中から、拡散率を選択できる。センタースプレッ
ドモードでは、基準周波数から±０．５％、±１．０％、±１．５％である。
【００５４】
　図５は、電子機器１００で使用するクロック信号の最大の周波数と、その周波数を分周
したクロックとの関係を示す図である。
【００５５】
　電子機器の最大周波数（たとえばＣＬＫ１の周波数）を、１９２ＭＨｚとし、これを分
周すると、９６ＭＨｚ、４８ＭＨｚ、２４ＭＨｚ、１２ＭＨｚになる。
【００５６】
　子機１１０との通信で用いる周波数は、送信周波数が、３８０．２１２５ＭＨｚ～３８
１．３１２５ＭＨｚであり、受信周波数が、２５３．８６２５ＭＨｚ～２５４．９６２５
ＭＨｚである。
【００５７】
　上記クロック信号の周波数では、無線電話の通信で使用する周波数帯域に対する影響は
小さい。しかし、周波数を拡散させると、無線電話の通信で使用する周波数帯域に影響が
出ることが考えられる。このときに、周波数帯にかかるクロック信号の数が多くなるほど
、その影響が大きくなると考えている。周波数帯にかかるクロック信号の数を係数とする
。言換えれば、周波数帯にかかるクロック信号の数で重み付けを行う。
【００５８】
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　この係数の算出に使用する周波数は、分周した周波数である。たとえば、１２ＭＨｚの
他に、２４ＭＨｚ、４８ＭＨｚ、９６ＭＨｚ、１９２ＭＨｚ、３８４ＭＨｚを使用する。
このために、上記無線電話の通信周波数帯域について、上記周波数の約数（１を除く）に
着目して求める。たとえば、２５２のうち、上記周波数の値では、約数は１２のみである
。したがって、重みを”１”とする。別の表現として、たとえば、”係数Ａ”としても構
わない。
【００５９】
　別の例として、３８４ＭＨについて行うと、１以外の約数は、５個の約数（１２、２４
、４８、９６、１９２）がある。したがって重みは、”５”である。
【００６０】
　さらに、拡散率の値によって、ノイズとしての強さ（エネルギーの大きさ）は異なると
みなし、拡散率に応じて補正値を設けた。たとえば、拡散率が０．５％である場合を１と
する。拡散率が１％の場合には、補正値を０．５とし、拡散率が２％の場合には、補正値
を０．２５とし、拡散率が３％の場合には、補正値を０．１６７とした。この補正値を、
上記係数Ａと区別するために、係数Ｂとする。そして、後述するが、周波数領域の重なる
割合を示す係数Ｃがある。
【００６１】
　この係数Ａ，Ｂ、Ｃの値を掛け合わせた結果が、”ノイズの影響度”である。１９２Ｍ
Ｈｚのシステムでは、送信で使用される周波数が３８４ＭＨｚであり、これについて説明
する。
【００６２】
　図６は、アッパースプレッドモードを説明する図であり、基準周波数に対して、高い周
波数側に拡散させた場合を説明する図である。
【００６３】
　図６によれば、基準周波数２５２ＭＨｚによって１％拡散させると、クロック信号の周
波数が、２５２～２５４．５ＭＨｚとなることを示している。受信周波数帯域（２５３．
８６２５ＭＨｚ～２５４．９６２５ＭＨｚ）と一部重なるので、係数Ｃは、４０％と表し
ている。つまり、１％の拡散を行うと、受信に影響があることを示している。ここで、図
５を参照すると、周波数２５２ＭＨｚにおいて、係数Ａは１である。拡散率が１％の場合
には、係数Ｂは０．５である。したがって、ノイズの影響度＝０．２（＝１×０．５×４
０％）となる。
【００６４】
　また、２％拡散させた場合には、クロック信号の周波数が、２５２～２５７．０ＭＨｚ
となることを示している。受信周波数帯域（２５３．８６２５ＭＨｚ～２５４．９６２５
ＭＨｚ）と全てに重なるので、係数Ｃは１００％と表している。
【００６５】
　ここで、図５を参照すると、周波数２５２ＭＨｚにおいて、係数Ａは１である。拡散率
が２％の場合には、係数Ｂは０．２５である。
【００６６】
　したがって、ノイズの影響度＝０．２５（＝１×０．２５×１００％）となる。
【００６７】
　以上のことから、受信周波数帯についての影響度の大小関係は、
　２％の拡散＞１％の拡散＞３％の拡散＞０．５％の拡散
　ということがわかる。
【００６８】
　以上、受信周波数帯について説明した。
【００６９】
　次に、送信周波数帯について説明する。
【００７０】
　図６によれば、基準周波数３７２ＭＨｚにて３％拡散させると、クロック信号の周波数
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が、３７２～３８３．２ＭＨｚとなることを示している。送信周波数帯域（３８０．２１
２５ＭＨｚ～３８１．３１２５ＭＨｚ）と重なるので、係数Ｃは１００％と表している。
つまり、３％の拡散を行うと送信に影響があることを表している。この条件では、影響度
は０．１７である（０．１７×１００％＝０．１７）。最後に、送信と受信とについて、
総合的に影響度を評価すると、影響度の大小関係は、
　３％の拡散＞２％の拡散＞１％の拡散＞０．５％の拡散
　ということがわかる。
【００７１】
　図６によれば、周波数を拡散したときにおける無線帯域へのノイズの影響は、拡散率が
０．５％の場合が最小となり、その値は０である。
【００７２】
　図７は、ダウンスプレッドモードにおいて、無線電話の周波数に対する影響度を説明す
る図である。
【００７３】
　周波数を拡散したときにおける無線帯域へのノイズの影響は、拡散率が０．５％の場合
が最小となり、その値は０である。
【００７４】
　図８は、センタースプレッドモードにおいて、無線電話の周波数に対する影響度を説明
する図であり、基準周波数に対して、低い周波数側と高い周波数側とに拡散させた場合を
示す図である。
【００７５】
　周波数を拡散したときにおける無線帯域へのノイズの影響は、拡散率が０．５％又は１
％の場合が最小となり、その値は０である。
【００７６】
　次に、無線ＬＡＮで使用する周波数帯域について、クロック信号の周波数が１９２ＭＨ
ｚである場合について説明する。
【００７７】
　無線ＬＡＮで用いる周波数帯域は、２４００ＭＨｚ～２４８３．５ＭＨｚである。
【００７８】
　図９は、無線電話の周波数に対する影響の係数を説明する図であり、図５と同様のシス
テムで使用する最大の周波数と、その周波数を分周した周波数との関係を示す図である。
【００７９】
　図５の場合と同様に、周波数帯にかかるクロック信号の数が多くなるほど、その影響が
大きくなると考えている。周波数帯にかかるクロック信号の数を係数とする。言換えれば
、周波数帯にかかるクロック信号の数で重み付けを行う。ここで、補足すると、分周した
周波数の公倍数については、重み付けの値を大きくする。たとえば、２４００ＭＨｚ～２
４８３．５ＭＨｚの周波数帯域において、２４００ＭＨｚや２４１２ＭＨｚの周波数は、
１２ＭＨｚの公倍数である。このような周波数に対しては、重みの値に２加算する。
【００８０】
　たとえば、２４００ＭＨｚの周波数は、１以外の約数は４個（１２、２４、４８、９６
）の約数がある。したがって、重みは、約数の数４に２を加算した値６となる。これと同
様に、２４１２ＭＨｚの周波数は、１以外の約数は、１個（１２ＭＨｚ）の約数がある。
したがって、重みは、約数の数１に２を加算した値３となる。一方、２４００ＭＨｚ～２
４８３．５ＭＨｚ以外の周波数は、図５と同様である。
【００８１】
　なお、ノイズへの影響については、図５と同様であるので、説明を省略する。
【００８２】
　たとえば、２４００ＭＨｚにおける値は、周波数の拡散率が０．５％である場合、値は
６であり、周波数の拡散率が１％である場合、値は３であり、周波数の拡散率が２％であ
る場合、値は１．５であり、周波数の拡散率が３％である場合、値は１である。
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【００８３】
　図１０は、ダウンスプレッドモードにおいて、無線電話の周波数に対する影響度を説明
する図であり、基準周波数に対して、低い周波数側に拡散させた場合を示す図である。
【００８４】
　図１０に示すように、周波数を拡散したときにおける無線帯域へのノイズの影響は、拡
散率が３％の場合が最小となり、その値は３．３７である。
【００８５】
　図１１は、アッパースプレッドモードにおいて、無線電話の周波数に対する影響度を説
明する図であり、基準周波数に対して、高い周波数側に拡散させた場合を示す図である。
【００８６】
　図１１に示すように、周波数を拡散したときにおける無線帯域へのノイズの影響は、拡
散率が３％の場合が最小となり、その値は３．１７である。
【００８７】
　図１２は、センタースプレッドモードにおいて、無線電話の周波数に対する影響度を説
明する図であり、基準周波数に対し、高い周波数側と低い周波数側とに拡散させた場合を
示す図である。
【００８８】
　図１２に示すように、周波数を拡散したときにおける無線帯域へのノイズの影響は、拡
散率が＋／－１．５％の場合が最小となり、その値は３．７である。
【００８９】
　上記説明した図６～図８、図１０～図１２に示す例での結果をまとめた図が、図１３（
Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）である。図１３（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）は、電子機器１００が動作
状態か又は待機状態で、無線電話の通信状態と無線ＬＡＮと通信状態とについてまとめた
図である。この動作状態は、たとえば、記録媒体に対して記録ヘッドを用いて記録を行う
状態、原稿画像の読取を行う状態である。
【００９０】
　図１３（Ａ）は、無線電話と無線ＬＡＮが共に受信状態にある場合の影響度を示す図で
ある。
【００９１】
　この場合には、ダウンスプレッドモードの３％の拡散率の場合に、影響度が小さいこと
がわかる。
【００９２】
　図１３（Ｂ）は、無線ＬＡＮが送受信状態にある場合、無線電話が送受信状態にある場
合、無線電話と無線ＬＡＮが共に送受信状態にある場合を示す図である。
【００９３】
　無線ＬＡＮが送受信状態にある場合には、アップスプレッドモードの３％の拡散率の場
合に、影響度が小さいことがわかる。無線電話が送受信状態にある場合には、センタース
プレッドモードの０．５％の拡散率の場合に、影響度が小さいことがわかる。無線電話と
無線ＬＡＮが共に送受信状態にある場合には、ダウンスプレッドモードの０．５％の拡散
率の場合に、影響度が小さいことがわかる。
【００９４】
　図１３（Ｃ）は、無線電話と無線ＬＡＮの使用状態（動作状態）に応じて、クロック信
号の拡散処理を行う例を示す図である。
【００９５】
　図１４は、省エネモード時にシステムで使用するクロック信号の周波数が３０ＭＨｚに
ついて、重みと影響度とを示す図であり、無線ＬＡＮの周波数に対する影響の係数を説明
する図である。
【００９６】
　図５と異なる点について説明し、同様の内容は簡単に説明する。図５では、３０ＭＨｚ
の高調波の周波数と３０ＭＨｚの分周した周波数とについてまとめてある。
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【００９７】
　省エネモードでは、ＰＬＬ機能をオフし、ＯＳＣ３０１の基本周波数３０ＭＨｚを基準
としてシステムを動作させる。重みの付け方も図５と同様である。たとえば、２２５ＭＨ
ｚの周波数では、重みを”１”とする。また、２４０ＭＨｚの周波数では、重みを”５”
とする。さらに、ノイズのエネルギーについても、図５と同様である。拡散率０．５％に
おける影響度を”１”とする。各拡散率のエネルギーは、それぞれ、１／２、１／４、１
／６である。
【００９８】
　影響度を算出すると、３０ＭＨｚのシステムでは、影響度が最も高い周波数は２４０Ｍ
Ｈｚである。その影響度は、０．５％の拡散率では、”５”であり、１％の拡散率では、
”２．５”であり、２％の拡散率では、”１．２５”であり、３％の拡散率では、”０．
８３”である。
【００９９】
　図１５は、ダウンスプレッドモードにおいて、無線ＬＡＮの周波数に対する影響度を説
明する図であり、基準周波数に対して、低い周波数側に拡散させた場合を示す図である。
【０１００】
　図１５に示す図から、２５５ＭＨｚは、０．５％以上拡散させると、子機との通信の受
信周波数帯域のチャネルに１００％入る。また、３％拡散させると、送信周波数帯域に、
全て入ることを示している。図１５に示すように、周波数を拡散したときにおける無線帯
域へのノイズの影響は、拡散率が２％の場合が最小となり、その値は０．２５である。
【０１０１】
　図１６は、アッパースプレッドモードにおいて、無線ＬＡＮの周波数に対する影響度を
説明する図であり、基準周波数に対して、高い周波数側に拡散させた場合を示す図である
。
【０１０２】
　図１６に示すように、周波数を拡散したときにおける無線帯域へのノイズの影響は、拡
散率が１％又は０．５％の場合が最小となり、その値は０である。
【０１０３】
　図１７は、センタースプレッドモードにおいて、無線ＬＡＮの周波数に対する影響度を
説明する図であり、基準周波数に対して、高い周波数側と低い周波数側に拡散させた場合
を示す図である。
【０１０４】
　図１７に示すように、周波数を拡散したときにおける無線帯域へのノイズの影響は、拡
散率が＋／－１％の場合が最小となり、その値は０．２５である。
【０１０５】
　次に、無線ＬＡＮで使用する周波数帯域について、クロック信号の周波数が３０ＭＨｚ
の場合について説明する。無線ＬＡＮで用いる周波数帯域は、２４００ＭＨｚ～２４８３
．５ＭＨｚである。
【０１０６】
　図１８は、無線ＬＡＮの周波数に対する影響の係数を説明する図である。
【０１０７】
　図１８で説明する条件では、上記条件と異なる点がある。上記条件と異なる点は、周波
数の高調波が無線ＬＡＮで用いる周波数帯域にある点である。たとえば、２４００ＭＨｚ
では、１５ＭＨｚ、３０ＭＨｚ、６０ＭＨｚ、１２０ＭＨｚ、２４０ＭＨｚの高調波の周
波数と一致する点である。これは、高調波の周波数と一致する周波数は、２４００ＭＨｚ
、２４１５ＭＨｚ、２４３０ＭＨｚ、２４４５ＭＨｚ、２４６０ＭＨｚ、２４７５ＭＨｚ
である。このように、高調波の周波数と一致する周波数については、求めた重みの値に定
数（たとえば２）を加算する。
【０１０８】
　たとえば、２４００ＭＨｚでは、重みは”７”となる。また、２４１５ＭＨｚでは、重
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みは”３”となる。
【０１０９】
　図１９は、ダウンスプレッドモードにおいて、無線ＬＡＮの周波数に対する影響度を説
明する図であり、基準周波数に対し、低い周波数側に拡散させた場合を示す図である。
【０１１０】
　図１９に示すように、周波数を拡散したときにおける無線帯域へのノイズの影響は、拡
散率が３％の場合が最小となり、その値は１．９８である。
【０１１１】
　図２０は、アッパースプレッドモードにおいて、無線ＬＡＮの周波数に対する影響度を
説明する図であり、基準周波数に対し、高い周波数側に拡散させた場合を示す図である。
【０１１２】
　図２０に示すように、周波数を拡散したときにおける無線帯域へのノイズの影響は、拡
散率が３％の場合が最小となり、その値は２．３６である。
【０１１３】
　図２１は、センタースプレッドモードにおいて、無線ＬＡＮの周波数に対する影響度を
説明する図であり、基準周波数に対して、高い周波数側と低い周波数側とに拡散させた場
合を示す図である。
【０１１４】
　図２１に示すように、周波数を拡散したときにおける無線帯域へのノイズの影響は、拡
散率が＋／－１．５％の場合が最小となり、その値は２．２９である。
【０１１５】
　図２２（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）は、電子機器１００が省電力状態で、無線電話の通信状
態と、無線ＬＡＮとの間における通信状態とについて示す図であり、クロック信号につい
ての設定値を説明する図である。
【０１１６】
　つまり、図１５～図１７、図１９～図２１の結果をまとめた図が、図２２（Ａ）、（Ｂ
）、（Ｃ）である。
【０１１７】
　この省電力状態で、ユーザーの操作によって電子機器１００は、待機状態へ移行する。
【０１１８】
　図２２（Ａ）は、無線電話と無線ＬＡＮとが共に受信状態にある場合の影響度を示す図
である。
【０１１９】
　この場合、アッパースプレッドモードの３％の拡散率の場合に、影響度が小さいことが
わかる。
【０１２０】
　図２２（Ｂ）は、無線ＬＡＮが送受信状態にある場合、無線電話が送受信状態にある場
合、無線電話と無線ＬＡＮとが共に送受信状態にある場合を示す図である。
【０１２１】
　無線ＬＡＮが送受信状態にある場合には、ダウンスプレッドモードの３％の拡散率の場
合に、影響度が小さいことがわかる。無線電話が送受信状態にある場合には、アッパース
プレッドモードの１％の拡散率の場合に、影響度が小さいことがわかる。無線電話と無線
ＬＡＮとが共に送受信状態にあれば、アッパースプレッドモードの１％の拡散率の場合に
、影響度が小さいことがわかる。
【０１２２】
　図２２（Ｃ）は、省電力モードにおいても、無線電話と無線ＬＡＮとの使用状態（動作
状態）に応じて、クロック信号の拡散処理を行う例を示す図である。
【０１２３】
　次に、電子機器１００のクロック信号の制御について説明する。
【０１２４】
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　図２３は、電子機器の電源が投入された後の制御動作を示すフローチャートである。
【０１２５】
　電子機器１００の電源が投入されると、初期設定処理を行う（Ｓ１０１）。ＣＰＵ３０
６は、発振制御部３０２、第１分周回路３０３や第２分周回路３０４、セレクタ３０５に
対して、初期設定を行う。発振制御部３０２を設定する場合、ＰＬＬ機能をオンし、周波
数を１９２ＭＨｚに設定する。図１３（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）に示すように、ダウンスプレッ
ドモードで、拡散率が３％の変調をかけた１９２ＭＨｚのクロック信号ＣＬＫ１を出力す
る。なお、周波数拡散がなされていないクロック信号ＣＬＫ２も、出力される。そして、
初期化処理を行う、電子機器の各種エラーチェック、記録部や読取部のメカニカルな初期
動作等を行う（Ｓ１０２）。
【０１２６】
　この処理を終了した後に、機器を待機状態にする（Ｓ１０３）。ＣＰＵ３０６は、発振
制御部３０２に指示信号を出力する。発振制御部３０２は、クロック信号の周波数を４８
ＭＨｚに変更する。拡散モードと拡散率とを変更はしない。
【０１２７】
　つまり、発振制御部３０２は、電子機器の状態に応じて、上記逓倍手段が生成したクロ
ック信号の周波数と、上記変調手段が行う変調率とを変更する制御手段の例である。
【０１２８】
　第１分周回路３０３は、ＣＬＫ１を分周し、ＣＰＵ＿ＣＬＫ１（４８ＭＨｚ）、ＡＳＩ
Ｃ＿ＣＬＫ１（４８ＭＨｚ）、ＢｕｓＣＬＫ１（２４ＭＨｚ）、Ｉ／ＯＣＬＫ１（１２Ｍ
Ｈｚ）を出力する。ＣＰＵ３０６は、セレクタ３０５で、ＣＰＵ＿ＣＬＫとしてＣＰＵ＿
ＣＬＫ１を選択する。ＣＰＵ３０６は、ＣＰＵ＿ＣＬＫ１を入力する。ＣＰＵ３０６の設
定によって、ＢｕｓＣＬＫ１を、ＢＵＳ制御部３０７へ供給し、Ｉ／ＯＣＬＫ１を、Ｉ／
Ｏ制御部３０８へ供給する。この待機状態では、周辺ブロックからのキーやセンサ等の割
り込み信号を監視する。
【０１２９】
　ＣＰＵ３０６は、所定時間が経過するか、監視中に（Ｓ１０４）、所定時間（たとえば
５分）を経過したことを検出すると、電子機器を省エネモードに設定する（Ｓ１０５）。
この設定によって、表示部２１４のバックライトの消灯、インバータの発振の停止、セン
サ電源のオフ、ＤＳＰ２０５のスリープモードへの移行、電源の出力低下等がなされる。
ＣＰＵ３０６は、周辺ブロック停止処理が完了したかどうかを判断し（Ｓ１０６）、周辺
ブロックの停止処理が完了したことを検出すると、図２２（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）に示すクロ
ック生成設定処理を行う（Ｓ１０７）。
【０１３０】
　たとえば、ＣＰＵ３０６は、発振制御部３０２に指示信号を出力する。発振制御部３０
２は、クロック信号の周波数を待機状態に対応する３０ＭＨｚとし、アッパースプレッド
モードで、拡散率が３％の変調をかけたクロック信号を出力する。
【０１３１】
　省エネモードの待機処理（Ｓ１０８）では、ＣＰＵ３０６は、タイマ制御部３０９から
の信号に基づいて、定期的に周辺ブロックを監視する。Ｓ１０９で、起動要因が発生して
いるか否か判定する。起動要因が発生していない場合、省エネモード時の待機処理を行う
（Ｓ１０８）。
【０１３２】
　起動要因があれば、Ｓ１１０で、周辺回路ブロックのうちで、無線通信に関係する回路
ブロックの動作を開始する。なお、必要があれば、省エネモード移行時に停止したブロッ
クを動作させてもよい。そして、Ｓ１１０の処理後に、図２４のＳ２０１へ進む。補足す
ると、起動要因が省電力通信や無線ＬＡＮであれば、小電力モードを維持する。小電力通
信や無線ＬＡＮが終了すれば、図２３に※で示すようにＳ１０５へ戻るように制御される
。
【０１３３】
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　図２４は、図２３のＳ１１１で動作要求があった場合に行うフラグ設定処理を示すフロ
ーチャートである。
【０１３４】
　ＲＡＭ２０３の予め定められた領域（ｆｌａｇ＿ａｒｅａ）には、動作要求（処理要求
）に対応するフラグが、ビット単位で割当てられている。ビット０は、コピー動作のフラ
グであり、ビット１は、記録動作のフラグであり、ビット２は、ファクシミリ通信のフラ
グであり、ビット３は、小電力通信（無線電話）のフラグであり、ビット４は、無線ＬＡ
Ｎのフラグである。
【０１３５】
　ＣＰＵ３０６は、動作要求の内容は、信号の有無に基づいて判別する（Ｓ２０１）。こ
の割り込み信号は、ポーリングによるキー入力部２１５や、フック検出部２１６の定期的
な読込や、通信処理部２０４、小電力無線部２１０や、無線ＬＡＮ通信処理部２２４、Ｕ
ＳＢｉ／ｆ２２５から出力される。
【０１３６】
　ＣＰＵ３０６は、キー入力部２１５をポーリングすることによって、コピーキー４０６
が押下されたことを検出すると（Ｓ２０２でＹ）、予め定められた領域（ｆｌａｇ＿ａｒ
ｅａ）のビット０に、コピーが開始されたことを示すフラグをセットする（Ｓ２０８）。
【０１３７】
　Ｓ２０２でＮであれば、ＵＳＢｉ／ｆ２２５からの割り込みを調べる（Ｓ２０３）。Ｕ
ＳＢｉ／ｆ２２５からの割り込みがあれば（Ｓ２０３でＹ）、ｆｌａｇ＿ａｒｅａのビッ
ト１に、プリントが開始されたことを示すフラグをセットする（Ｓ２０９）。Ｓ２０３で
Ｎであれば、ファクシミリの送信を指示する送信キー４０４やファクシミリの受信を指示
する受信キー４０５が押下の信号やＤＳＰ２０５からの信号をポーリングする。すなわち
、ＣＮＧ信号の有無のポーリングをする。ポーリングがあれば（Ｓ２０４でＹ）、ｆｌａ
ｇ＿ａｒｅａのビット２に、ファクシミリ通信が開始されたことを示すフラグをセットす
る（Ｓ２１０）。
【０１３８】
　Ｓ２０４でＮであれば、内線キー４０２の押下の信号や小電力無線部２１０からの信号
のポーリングをする。信号があれば（Ｓ２０５でＹ）、ｆｌａｇ＿ａｒｅａのビット３に
、フラグをセットする（Ｓ２１１）。このフラグは、小電力無線通信が開始されたことを
示すフラグである。Ｓ２０５でＮであれば、無線ＬＡＮ通信処理部２２４からの信号のポ
ーリングをする。信号があれば（Ｓ２０６でＹ）、ｆｌａｇ＿ａｒｅａのビット４に、無
線ＬＡＮ通信が開始されたことを示すフラグをセットする（Ｓ２１２）。
【０１３９】
　図２５は、無線通信ユニットを用いて通信を行う場合の処理を示すフローチャートであ
る。
【０１４０】
　ＣＰＵ３０６は、フラグ設定処理が完了すると、ｆｌａｇ＿ａｒｅａのフラグを参照し
て処理を開始する。ＣＰＵ３０６は、ビット１、２のいずれかがセットされていれば、フ
ァクシミリ通信又は記録動作を行う（Ｓ３０１のＹ）。
【０１４１】
　一方、Ｓ３０１でＮであれば、Ｓ３０２へ進む。そして、小電力無線のフラグのみがセ
ットされているか否かを判断する（Ｓ３０２）。Ｙであれば、Ｓ３０３へ進む。Ｓ３０３
で、クロック生成設定処理を行う。図１３（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）で定められているように、
拡散モードは、センタースプレッドモードであり、拡散率は、０．５％であるとする。
【０１４２】
　これによって、発振制御部は、クロック信号を出力する。そして、Ｓ３０４で、小電力
通信処理を行う。
【０１４３】
　ＣＰＵ３０６は、小電力無線通信を開始すると、フラグ（Ｆｌａｇ）参照処理を行い（
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Ｓ３０５）、他の動作要求の有無を調べる。無線ＬＡＮの検出を行い（Ｓ３０６）、他の
処理の検出を行う（Ｓ３０７）。小電力通信が完了であるかどうかを調べる（Ｓ３０８）
。省電力通信中であれば、Ｓ３０４へ戻る。Ｓ３０８で、省電力通信が完了すれば、Ｓ３
０９で、小電力終了処理を行う。その後に、Ｓ３０１へ戻る。Ｓ３０２でＮであれば、無
線ＬＡＮのみがセットされているか否かを判断する（Ｓ３１０）。
【０１４４】
　無線ＬＡＮのみがセットされていれば（Ｓ３１０にてＹ）、ＣＰＵ３０６は、ｆｌａｇ
＿ａｒｅａのビット４のみのフラグがセットされていると判断すると（Ｓ３１０）、Ｓ３
１１で、クロック生成設定処理を行う。図１３（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）で定められているよう
に、拡散モードは、アッパースプレッドモードであり、拡散率は、３％であるとする。こ
れによって、発振制御部は、クロック信号を出力する。そして、Ｓ３１２で、無線ＬＡＮ
通信処理を行う。
【０１４５】
　ＣＰＵ３０６は、小電力無線通信を開始すると、フラグ（Ｆｌａｇ）参照処理を行い（
Ｓ３１３）、他の動作要求の有無を調べる。小電力通信を検出し（Ｓ３１４）、他の処理
の検出を行う（Ｓ３１５）。無線ＬＡＮ通信が完了したかどうかを調べる（Ｓ３１６）。
無線ＬＡＮ通信中であれば、Ｓ３１２へ戻る。Ｓ３１６で、無線ＬＡＮ通信が完了してい
れば、Ｓ３１７で、無線ＬＡＮ通信終了処理を行う。その後、Ｓ３０１へ戻る。
【０１４６】
　Ｓ３１０でＮであれば、Ｓ３１８で、小電力通信と無線ＬＡＮ通信との両方が行えるよ
うに、クロック生成設定処理を行う。図１３（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）で定められているように
、拡散モードは、ダウンスプレッドモードとし、拡散率は、０．５％とする。これによっ
て、発振制御部はクロック信号を出力する。そして、Ｓ３１９で、無線ＬＡＮ通信処理と
小電力通信処理とを行う。次に、ＣＰＵ３０６は、フラグ（Ｆｌａｇ）参照処理を行い（
Ｓ３２０）、他の処理が要求されていないかどうかを検出する。
【０１４７】
　ＣＰＵ３０６は、Ｓ３２１で、小電力通信が完了したかどうかを調べる。Ｙであれば、
Ｓ３１１へ進み、Ｎであれば、Ｓ３２２へ進む。Ｓ３２２で、無線ＬＡＮが完了したかど
うかを調べる。Ｓ３２２でＹであれば、Ｓ３０３へ進み、Ｎであれば、３２３へ進む。Ｃ
ＰＵ３０６は、Ｓ３２３で、他の処理の要求があるかどうかを調べる。他の処理の要求が
あれば（Ｓ３２３でＹ）、Ｓ３０１へ進む。
【０１４８】
　以上、図２５に示す制御フローチャートについて説明した。補足すると、省エネモード
時に、Ｓ３０１へ進むと、無線通信が終了した後に、図２３のＳ１０５へ戻るよう制御ル
ープを設けるようにしてもよい。
【０１４９】
　図２６は、ファクシミリの送受信や記録を行う動作を示すフローチャートである。この
図２６に示す制御は、図２５のＳ３０１でＹと判定され、Ｓ３２３でＹと判定された場合
に実行される。
【０１５０】
　ＣＰＵ３０６は、ビット０又はビット１のフラグを参照する（Ｓ４０１）。ファックス
通信であれば、４０２へ進み、記録動作であれば、Ｓ４１１へ進む。ＣＰＵ３０６は、Ｓ
４０２で、周波数が９６ＭＨｚのＣＬＫ１を出力するように制御する。また、ＣＰＵ３０
６は、Ｓ４０２で、ダウンスプレッドモードで拡散率３％の変調を行うように、発振制御
部３０２に設定する。そして、ファックス通信を行い（Ｓ４０３）、フラグ（Ｆｌａｇ）
参照処理を行い（Ｓ４０４）、判定する（Ｓ４０５）。動作が完了していれば（Ｓ４０５
でＹ）、Ｓ４０６へ進み。フラグをリセットする。一方、動作が完了していなければ（Ｓ
４０５でＮ）、Ｓ４０３へ戻る。
【０１５１】
　ＣＰＵ３０６は、Ｓ４１１で、周波数が１９２ＭＨｚのＣＬＫ１を出力するように制御
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する。また、ＣＰＵ３０６は、Ｓ４１１で、ダウンスプレッドモードで拡散率３％の変調
を行うにように、発振制御部３０２に設定する。
【０１５２】
　そして、記録動作を行い（Ｓ４１２）、フラグ（Ｆｌａｇ）参照処理を行い（Ｓ４１３
）、判定する（Ｓ４１４）。動作が完了していれば（Ｓ４１４でＹ）、Ｓ４１５へ進み、
フラグをリセットする。一方、動作が完了していなければ（Ｓ４１４でＮ）、Ｓ４１２へ
戻る。なお、Ｓ４１６でファクシミリの通信要求があれば、Ｓ４０２へ進む。Ｓ４１６で
ファクシミリの通信要求がなければ、Ｓ４０７へ進む。
【０１５３】
　そして、ｆｌａｇ＿ａｒｅａのビット３、ビット４のフラグを調べ、無線通信処理の要
求の有無を判別する。ＲＡＭ２０３のビット３とビット４との両方がセットされていれば
（Ｓ４０７）、図２５のＳ３１８へ進む。Ｓ３１８で、ＣＰＵ３０６は、ダウンスプレッ
ドモードで、拡散率０．５％のクロック信号を出力するように制御する。
【０１５４】
　ＣＰＵ３０６は、ｆｌａｇ＿ａｒｅａのビット４のフラグのみがセットされていること
を検出すると（Ｓ４０８）、無線ＬＡＮ通信処理の要求が発生しているとし、図２５のＳ
３１１へ進む。Ｓ３１１で、ＣＰＵ３０６は、アッパースプレッドモードで、拡散率３％
のクロック信号を出力するように制御する。
【０１５５】
　一方、ｆｌａｇ＿ａｒｅａのビット３のフラグのみがセットされていることを検出する
と（Ｓ４０９）、図２５のＳ３０３へ進む。Ｓ３０３で、ＣＰＵ３０６は、センタースプ
レッドモードで、拡散率０．５％のクロック信号を出力するように制御する。
【０１５６】
　ＣＰＵ３０６は、ｆｌａｇ＿ａｒｅａのビット３，ビット４のいずれもフラグがセット
されていないと判断すると（Ｓ４０９）、ＣＬＫ１の周波数を、４８ＭＨｚとなるように
制御する。
【実施例２】
【０１５７】
　上記実施例１では、無線通信で使用する周波数帯について周波数の拡散のモードや拡散
率を変更した。
【０１５８】
　本発明の実施例１は、たとえば、無線電話における受信処理の方法として、搬送波の周
波数を一度、低い周波数帯（２７５．１６２ＭＨｚ～２７６．２６２５ＭＨｚ）に変更し
てから復調する実施例である。
【０１５９】
　したがって、内部の処理に使用する周波数帯が存在する場合、受信処理に影響を受け、
受信の感度と音質とが低下する。よって、内部処理に使用する周波数についても考慮し、
拡散のモードや拡散率を変更するようにしてもよい。
【０１６０】
　なお、上記実施例において、上記逓倍手段、変調手段、制御手段を、逓倍工程、変調工
程、制御工程に置き換えれば、電子機器の制御方法を構成する。
【図面の簡単な説明】
【０１６１】
【図１】本発明の実施例１である電子機器１００を示す図である。
【図２】電子機器１００の構成を示すブロック図である。
【図３（Ａ）】主制御部２０１の概要を示す図である。
【図３（Ｂ）】発振制御部３０２の構成を示す図である。
【図４】電子機器１００のキー入力部２１５を示す図である。
【図５】電子機器１００で使用するクロック信号の最大の周波数と、その周波数を分周し
たクロックとの関係を示す図である。
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【図６】アッパースプレッドモードを説明する図であり、基準周波数に対して、高い周波
数側に拡散させた場合を説明する図である。
【図７】ダウンスプレッドモードにおいて、無線電話の周波数に対する影響度を説明する
図である。
【図８】センタースプレッドモードにおいて、無線電話の周波数に対する影響度を説明す
る図であり、基準周波数に対して、低い周波数側と高い周波数側とに拡散させた場合を示
す図である。
【図９】無線電話の周波数に対する影響の係数を説明する図であり、図５と同様のシステ
ムで使用する最大の周波数とその周波数を分周した周波数との関係を示す図である。
【図１０】ダウンスプレッドモードにおいて、無線電話の周波数に対する影響度を説明す
る図であり、基準周波数に対して、低い周波数側に拡散させた場合を示す図である。
【図１１】アッパースプレッドモードにおいて、無線電話の周波数に対する影響度を説明
する図であり、基準周波数に対して、高い周波数側に拡散させた場合を示す図である。
【図１２】センタースプレッドモードにおいて、無線電話の周波数に対する影響度を説明
する図であり、基準周波数に対し、高い周波数側と低い周波数側とに拡散させた場合を示
す図である。
【図１３（Ａ）】無線電話と無線ＬＡＮが共に受信状態にある場合の影響度を示す図であ
る。
【図１３（Ｂ）】無線ＬＡＮが送受信状態にある場合、無線電話が送受信状態にある場合
、無線電話と無線ＬＡＮが共に送受信状態にある場合を示す図である。
【図１３（Ｃ）】無線電話と無線ＬＡＮの使用状態（動作状態）に応じて、クロック信号
の拡散処理を行う例を示す図である。
【図１４】省エネモード時にシステムで使用するクロック信号の周波数が３０ＭＨｚにつ
いて、重みと影響度とを示す図であり、無線ＬＡＮの周波数に対する影響の係数を説明す
る図である。
【図１５】ダウンスプレッドモードにおいて、無線ＬＡＮの周波数に対する影響度を説明
する図であり、基準周波数に対して低い周波数側に拡散させた場合を示す図である。
【図１６】アッパースプレッドモードにおいて、無線ＬＡＮの周波数に対する影響度を説
明する図であり、基準周波数に対して、高い周波数側に拡散させた場合を示す図である。
【図１７】センタースプレッドモードにおいて、無線ＬＡＮの周波数に対する影響度を説
明する図であり、基準周波数に対して、高い周波数側と低い周波数側に拡散させた場合を
示す図である。
【図１８】無線ＬＡＮの周波数に対する影響の係数を説明する図である。
【図１９】ダウンスプレッドモードにおいて、無線ＬＡＮの周波数に対する影響度を説明
する図であり、基準周波数に対し、低い周波数側に拡散させた場合を示す図である。
【図２０】アッパースプレッドモードにおいて、無線ＬＡＮの周波数に対する影響度を説
明する図であり、基準周波数に対して、高い周波数側に拡散させた場合を示す図である。
【図２１】センタースプレッドモードにおいて、無線ＬＡＮの周波数に対する影響度を説
明する図であり、基準周波数に対して、高い周波数側と低い周波数側とに拡散させた場合
を示す図である。
【図２２（Ａ）】無線電話と無線ＬＡＮとが共に受信状態にある場合の影響度を示す図で
ある。
【図２２（Ｂ）】無線ＬＡＮが送受信状態にある場合、無線電話が送受信状態にある場合
、無線電話と無線ＬＡＮとが共に送受信状態にある場合を示す図である。
【図２２（Ｃ）】省電力モードにおいても、無線電話と無線ＬＡＮとの使用状態（動作状
態）に応じて、クロック信号の拡散処理を行う例を示す図である。
【図２３】電子機器の電源が投入された後の制御動作を示すフローチャートである。
【図２４】図２３のＳ１１１で動作要求があった場合に行うフラグ設定処理を示すフロー
チャートである。
【図２５】無線通信ユニットを用いて通信を行う場合の処理を示すフローチャートである
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【図２６】ファクシミリの送受信や記録を行う動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１６２】
　３０１…ＯＳＣ、
　３０２１…逓倍回路、
　３０２２…周波数拡散クロック生成回路、
　３０３…第１分周回路、
　３０４…第２分周回路、
　３０５…セレクタ、
　３０６…ＣＰＵ、
　３０７…ＢＵＳ制御部、
　３０８…Ｉ／Ｏ制御部、
　３０９…タイマ制御部。

【図１】 【図２】
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【図３（Ａ）】

【図３（Ｂ）】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】
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【図１２】 【図１３（Ａ）】
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【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２（Ａ）】
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【図２２（Ｂ）】 【図２２（Ｃ）】

【図２３】 【図２４】
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【図２５】 【図２６】
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